
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
二
号

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特
定
路
外
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特
定
路
外
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
移

動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特
定
路
外
駐
車
場
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
駐
車
場
法
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
六
号
）
、
駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
及
び
駐
車
場
法
施
行
規
則

（
平
成
十
二
年
／
運
輸
省
／
建
設
省
／
令
第
十
二
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
）

第
二
条
　
特
定
路
外
駐
車
場
に
は
、
車
い
す
を
使
用
し
て
い
る
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
駐
車
施
設

（
以
下
「
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
と
い
う
。
）
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
専
ら
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪
車
（
い
ず
れ
も
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
）
の
駐
車
の
た
め

の
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
幅
は
、
三
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
又
は
そ
の
付
近
に
、
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
の

表
示
を
す
る
こ
と
。

三
　
次
条
第
一
項
に
定
め
る
経
路
の
長
さ
が
で
き
る
だ
け
短
く
な
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

（
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
）

第
三
条
　
路
外
駐
車
場
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
か
ら
道
又
は
公
園
、
広
場
そ
の
他
の
空
地
ま
で
の
経
路
の
う
ち

一
以
上
を
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
経
路
（
以
下
「
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
」
と

い
う
。
）
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
上
に
段
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
を
併
設
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
当
該
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口
の
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

こ
と
。

三
　
当
該
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
通
路
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
幅
は
、
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
車
い
す
の
転
回
に
支
障
が
な
い
場
所
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
当
該
路
外
駐
車
場
移
動
等
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
傾
斜
路
（
段
に
代
わ
り
、
又
は
こ
れ
に
併
設
す
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
幅
は
、
段
に
代
わ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
段
に
併
設
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ
　

こ
う勾

配
は
、
十
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
高
さ
が
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
あ

っ
て
は
、
八
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ
　
高
さ
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
勾
配
が
二
十
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に

あ
っ
て
は
、
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
踏
幅
が
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
踊
場
を

設
け
る
こ
と
。

ニ
　
勾
配
が
十
二
分
の
一
を
超
え
、
又
は
高
さ
が
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か
つ
、
勾
配
が
二
十
分
の

一
を
超
え
る
傾
斜
が
あ
る
部
分
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

（
特
殊
の
装
置
）

第
四
条
　
前
二
条
の
規
定
は
、
そ
の
予
想
し
な
い
特
殊
の
装
置
を
用
い
る
特
定
路
外
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
国
土
交

通
大
臣
が
そ
の
装
置
が
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
構
造
又
は
設
備
と
同
等
以
上
の
効
力
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年

十
二
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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